
 

第５７５回 海務協議会（本関地区） 

 
 

１． 日 時 令和５年７月 12日（水）11時 30分～ 

 

２． 場 所  横浜税関７階 大会議室（対面開催） 

 

３． 議題等（説明者等） 

 

(1)  横浜税関監視部幹部挨拶 

 <出席者>  

    ・監視部            岡澤 部長 

    ・監視部            内山 次長 

    ・監視部管理課         石黒 管理課長 

     ・監視部特別監視官（第１担当） 柿﨑 特別監視官 

・監視部総括許可部門      澤口 統括監視官 

・  〃               志鳥 上席監視官 

 

(2)  NACCSを利用した包括交通許可申請のご案内について 

  （監視部総括許可部門 志鳥上席監視官） 

 

(3)  とん税の誤納付について 

（監視部総括許可部門 志鳥上席監視官） 

 

４． その他・質疑応答 

 

５．事務局からの連絡事項等 

 



NACCSの導入等に関しては、輸出入・港湾関連情報処理
センター（株）にお問い合わせください。
ＴＥＬ：０１２０－７９４－５５０

横浜税関 監視部総括・許可部門 TEL：045-212-6077

議題２

ＮＡＣＣＳを利用した包括交通許可申請について

交通の包括許可（包括パス）に係る申請書類の
提出がすべてＮＡＣＣＳ（電子データ）にて
提出可能となっています！

申請（提出）方法は？

汎用申請（HYS）業務を使用します。
種別コード：
〈K12〉指定地外交通許可申請（包括）
〈K13〉船陸交通許可申請（包括）
〈K75〉船陸交通許可申請（包括・住民基本台帳による本人確認希望）

申請書・関係書類を電子データで添付のうえ、申請することが可能です。
写真もデータでの提出が可能です。
詳細は別添の参考資料をご参照ください。

出来上がった包括パスの受け取り方法は？

電子的交付の仕組みはなく、原則「手渡し（窓口で交付）」となります。
他の受け取り方法をご希望される場合は、担当部門までご相談ください。

NACCSを導入していないが…

通常のインターネット回線を導入していれば利用可能な「Web NACCS」で
申請可能です。パッケージソフトをインストールする必要もありません。



（参考資料）
申請に係る特記事項等ＮＡＣＣＳ事務処理要領より抜粋

種別
コー
ド

手続名称 特記事項

K12 指定地外
交通許可
申請
（包括）

１ 当該手続は許可の一括申請用であるため、許可を
個別に申請する場合は、「指定地外／船陸／
船舶間交通許可申請」業務（業務コード：ＡＰＡ）

を利用すること。

２ 交通者が複数いる場合は、適宜の様式に必要事項
を入力した別シート又はファイルを作成し、添付
する。

３ 申請する場合は、次のものを添付する必要がある。
① 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
② 写真２葉（申請前６月以内に撮影した無帽、
正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。
サイズは縦３ｃｍ×横２.４ｃｍで、カラーか
白黒かは問わない。）

③ 交通者が法人又は人の代理人、使用人その他の
従業者として交通する者である場合には、それら
の法人又は人の従業者であることを証する書類

④ 関税法第24 条第３項各号（船舶又は航空機と
陸地との交通等）に規定する場合に該当しない者
であることを誓約する書面

⑤ その他税関長が必要と認める書類

K13 船陸交通
許可申請
（包括）

同上

K75 船陸交通
許可申請

（包括・
住民基本
台帳によ
る本人確
認希望）

１～３は同上
※３①は、下記４により税関で確認を行うため、
提出不要。

４ 住民基本台帳ネットワークによる検索方法に
ついて、氏名、住所、生年月日及び性別による
検索」又は「住民票コードによる検索」の
いずれかを選択する。



種別コードK12、13の申請様式
税関様式C第2210号



種別コードK75の申請様式
税関様式C第2215号



汎用申請別（種別コード別）による住民票の添付の有無について

汎用申請方法
（種別コード）

新規の場合※
更新の場合※

（住所変更なし）
更新の場合※

（住所変更あり）
追加の場合※

指定地外交通許可申請（包括）
K12

要添付 添付不要 要添付 要添付

※新規の場合とは会社として初めて申請を行う場合、更新の場合とは前回の許可から引き続いて許可を受ける場合、追加とは会社としての申請は初めてではな
いが、被許可者が初めて包括交通許可を受ける場合。

汎用申請方法
（種別コード）

新規の場合※
更新の場合※

（住所変更なし）
更新の場合※

（住所変更あり）
追加の場合※

船陸交通許可申請（包括）
K13

要添付 添付不要 要添付 要添付

船陸交通許可申請
（包括・住基台帳による本人確認）

K75
添付不要 添付不要 添付不要 添付不要

①包括指定地外交通を申請する場合

②包括船陸交通を申請する場合



※記事欄への記載例
主管官署：本関
申請官署：本関、千葉支署

鹿島支署

※交通を希望する各官署*に汎用申請をしていただき、記事欄に主管官署（パスを受領する最寄りの官署）と
申請先の官署名を全て記載してください。
*例：本関、千葉支署、鹿島支署それぞれに汎用申請を行う。

汎用申請でマルチパス申請を行う場合の記載方法の注意点



※本年3月と5月にとん税の誤納付事案が発生しております。
とん税等納付手続きは、申請内容を複数名で確認し、入力内容に誤りがない

ことを確認のうえ申請を行うようご注意ください。

議題３

とん税及び特別とん税の納付申請について

○京浜港内での港区を間違えてとん税を納付
→とん税を納付する港コードについて必ず確認する。特に京浜港では、東京区、
川崎区、横浜区と区域が分かれており、区域によって納付官署が異なるため、
申請内容を複数名で確認するなど慎重に対応する。

〇とん税の都度納付と年間納付を間違えて納付
→とん税が都度納付であるか年間納付であるか必ず確認する。また、納付金額
についても都度納付と年間納付では差があるので確認をする。

〇船舶の変更前の国際トン数証書でとん税を納付
→船舶が入港した際は、国際トン数証書が最新のものか必ず船側に確認をする。

【誤納付事案】


